
【埋蔵文化財包蔵地外もしくは遺跡の所在の有無を照会する場合】 

 

作成要領 
 

 

① 「埋蔵文化財の所在の有無について(照会)」 １部 

   ・みやき町教育委員会に遺跡の有無を尋ねる書類です。 

   ・開発者名で押印 

   ・添付図面は指示のとおり 

 

② 「委任状」 １部 

   ・照会者が代理人に委任を証明する書類です。 

 

③ 「発掘承諾書」 １部 

   ・みやき町教育委員会が試掘や工事立会をするために、その土地に立ち入

ることを承諾する書類です。 

   ・土地所有者名で押印 

   ・１人で複数筆ある時は、発掘予定地にまとめて地番を記載して、１枚に

まとめる 

   ・基本的に地権者１人につき１枚 

 

 

              

 

 

          

             

 

  

【問い合わせ】 

〒849-0101 

佐賀県三養基郡みやき町大字原古賀 1200番 1 

みやき町教育委員会分室（文化財）     

担当：豊嶋・久保田 

℡：0942-94-5594 Fax：0942-94-4465 



令和  年  月  日 

 

みやき町教育委員会教育長  様 

 

照会人住所 

氏名            ㊞ 

（℡    －    －    ） 

埋蔵文化財の所在の有無について（照会） 

 下記における、埋蔵文化財の所在の有無（試掘・確認調査）について、照会い

たします。 

記 

１．所 在 地 佐賀県三養基郡みやき町 

２．対象面積 

 （敷地面積） 
㎡  

３．照会の目的 

専用住宅 ・ 借家 ・ 共同住宅 ・ その他建物（       ） 

駐車場 ・ 宅地造成 ・ 盛土 ・ 分譲・ 農業関連（     ） 

土砂採取 ・ 売買 ・ その他の開発（            ） 

４．工事の概要 

 木造 ・ 鉄骨 ・ 鉄筋 、   階建 地盤改良 有 ・ 無  

 布基礎 ・ ベタ基礎 ・ パイル打 ・ その他の基礎構造物（      ） 

５．工事の期間 令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日 ・ 未定 

６．対象地現況  宅地・田地・畑地・駐車場・その他（     ） 
試掘ｽﾍﾟｰｽ 

(50㎡以上) 
有 ・ 無 

７．備   考  

８．添付書類 

  （各１部） 

 １）土木工事の予定地及びその周辺の位置図(1/5000～1/25000または住宅地図) 

 ２）対象地及びその周辺の字図 

 ３）土木工事等の概要を示す書類及び図面(配置図・矩計図または基礎断面図) 

 

 

 

指 示 事 項 対象外 ・ 要調査【工事立会・慎重工事・確認（試掘）調査】 ・ その他 

【注意事項】 ①太線枠内は依頼者が記入してください。 

       ②該当項目を○で囲み、項目のない場合は（   ）内に記入してください。 

       ③添付図面は A4、A3 版で作成し、縮尺を明記してください。 



発 掘 承 諾 書 
 

 

みやき町教育委員会教育長  様 

 

 

令和  年  月  日 

発掘予定地所有者 

住所  

 

氏名          ㊞ 

 

 

 下記土地において、発掘調査を実施することを承諾します。 

なお発掘調査方法及び発掘調査による出土遺物の処置については、

みやき町教育委員会に一任します。 

 

記 

 

（所在地） 佐賀県三養基郡みやき町大字     字        

                                 

                                 

（面 積）                            

 

 

 

 



委 任 状 
 

代 理 人 

住 所 

〒    － 

 

 

（電話番号    －    －    ） 

氏 名 

 

 

 

（担当者：              ） 

1．埋蔵文化財の所在の有無についての照会を依頼し、回答書を受理すること。 

2．照会の結果に基づき、協議・調整を図ること。 

 

   上記委任事実に相違ありません。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

委任する本人（開発者） 

住 所  

氏 名                          ㊞ 

 

 

 

 

※開発者と土地所有者が異なる場合は記入してください。 

（土地所有者） 

住 所  

氏 名                          ㊞ 

 

 


